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外
務
省
の
専
門
調
査
員
制
度
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

外
務
省
に
お
い
て
、
専
門
調
査
員
を
採
用
し
、
同
省
か
ら
の
委
嘱
に
よ
り
我
が
国
の
在
外
公
館
に
通
常
二
年
の
任
期
で
派

遣
す
る
制
度
が
あ
る
と
承
知
す
る
が
、
専
門
調
査
員
は
現
地
の
在
外
公
館
で
具
体
的
に
ど
の
様
な
業
務
を
行
っ
て
い
る
の
か

説
明
さ
れ
た
い
。

二

外
務
省
Ｈ
Ｐ
に
よ
る
と
、
本
年
四
月
一
日
時
点
で
、
百
六
十
六
の
在
外
公
館
に
二
百
三
十
九
名
の
専
門
調
査
員
が
派
遣
さ

れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
専
門
調
査
員
の
本
給
は
い
く
ら
か
説
明
さ
れ
た
い
。

三

専
門
調
査
員
に
対
し
て
外
交
旅
券
は
発
給
さ
れ
る
か
。

四

専
門
調
査
員
に
対
し
、
二
の
本
給
以
外
に
、
外
務
省
職
員
に
対
し
て
支
給
さ
れ
て
い
る
在
勤
基
本
手
当
や
住
居
手
当
、
配

偶
者
手
当
、
子
女
教
育
手
当
等
の
在
勤
手
当
と
同
趣
旨
の
各
種
手
当
は
支
給
さ
れ
て
い
る
か
。
さ
れ
て
い
る
の
な
ら
、
ど
の

様
な
手
当
が
支
給
さ
れ
て
い
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

四
の
専
門
調
査
員
に
対
す
る
手
当
の
額
は
ど
の
様
に
し
て
決
め
ら
れ
て
い
る
か
、
そ
の
積
算
根
拠
を
示
さ
れ
た
い
。

六

二
の
本
給
並
び
に
四
の
手
当
に
係
る
予
算
額
は
年
間
い
く
ら
か
。

七

専
門
調
査
員
が
一
の
業
務
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
我
が
国
の
外
交
に
ど
の
様
な
効
果
を
も
た
ら
し
、
ま
た
我
が
国
の
国
益

一



増
進
に
ど
の
様
な
寄
与
を
し
て
い
る
と
外
務
省
は
認
識
し
て
い
る
か
。

八

一
の
業
務
を
、
専
門
調
査
員
で
は
な
い
、
正
規
の
外
務
省
職
員
で
あ
る
現
地
の
大
使
館
員
（
以
下
、
「
正
規
の
大
使
館

員
」
と
い
う
。
）
は
行
っ
て
い
る
か
。

九

一
の
業
務
を
、
専
門
調
査
員
を
採
用
す
る
こ
と
な
く
、
「
正
規
の
大
使
館
員
」
の
み
で
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
か
。

十

九
で
、
一
の
業
務
を
、
「
正
規
の
大
使
館
員
」
の
み
で
行
う
こ
と
は
で
き
ず
、
六
の
予
算
を
用
い
て
ま
で
専
門
調
査
員
を

採
用
し
、
そ
の
業
務
に
当
た
ら
せ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
の
な
ら
、
そ
の
理
由
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


